
平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日
受
領

答

弁

第

四

一

七

号

内
閣
衆
質
一
八
九
第
四
一
七
号

平
成
二
十
七
年
九
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
医
療
の
提
供
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
原
口
一
博
君
提
出
医
療
の
提
供
の
在
り
方
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
師
で
な
け
れ
ば
、
医
業
（
医
行
為
（
医
師

の
医
学
的
判
断
及
び
技
術
を
も
っ
て
す
る
の
で
な
け
れ
ば
人
体
に
危
害
を
及
ぼ
し
、
又
は
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
を
い
う
。
）
を
業
と
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
同
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、

同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
、
又
は

こ
れ
を
併
科
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
会
社
に
対
す
る
罰
則
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
看
護
師
と
は
、
厚
生
労
働
大

臣
の
免
許
を
受
け
て
、
傷
病
者
若
し
く
は
じ
ょ
く
婦
に
対
す
る
療
養
上
の
世
話
又
は
診
療
の
補
助
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る

者
を
い
い
、
同
法
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
は
、
主
治
の
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
指
示
が
あ
っ

た
場
合
を
除
く
ほ
か
、
診
療
機
械
を
使
用
し
、
医
薬
品
を
授
与
し
、
医
薬
品
に
つ
い
て
指
示
を
し
そ
の
他
医
師
又
は
歯
科
医

師
が
行
う
の
で
な
け
れ
ば
衛
生
上
危
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
同
法
第
三
十

一



七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
六
月
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
五
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
せ
ら
れ
、
又
は
こ
れ
を
併
科
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
生
命
・
身
体
に
関
わ
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と

か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
医
療
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
」
の
具
体
的
内
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


